


 

 

造販売業者等」という。）であること。 

④充塡する酸素ガスは、日本薬局方「酸素」の規格基準を満たすものであること。 

⑤製造販売業者は医療用酸素ガスボンベの代わりに工業用ガスボンベを用いた出荷

の管理を行うこと。 

⑥取り違いのリスクを踏まえ、酸素ガス専用以外の工業用ガスボンベを用いて提供

しないこと。また、上記の条件を満たしていることを確認のうえ提供すること。 

⑦工業用ガスボンベに充塡した酸素ガスの納入先は、医療用酸素ガスの使用実績が

ある医療機関、医療用酸素ガスの使用実績がある医療従事者が管理に関係する機

関等に限ること。 

⑧在宅酸素療法の患者等への使用に際し、緊急避難的な状況における工業用ガスボ

ンベの暫定使用であることを可能な限り説明すること。 

 

２．医療用液化酸素ガス超低温容器の代わりに工業用液化酸素ガス超低温容器を用い

て医療用液化酸素ガスを供給することについて 

今般の新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況における患者に対す

る医療用液化酸素ガスの供給に際し、医療用液化酸素ガス超低温容器が枯渇したこ

とにより、やむを得ず医療用液化酸素ガス超低温容器の代わりに工業用液化酸素ガ

ス超低温容器を用いて提供することは、以下の条件のもと可能であること。 

①液化酸素ガス専用の工業用液化酸素ガス超低温容器を使用すること。 

②暫定使用の液化酸素ガス超低温容器である旨（「医療用液化酸素ガス（工業用液

化酸素ガス超低温容器の暫定使用）」）を表示すること。 

③液化酸素ガスの充塡者は、製造販売業者等であること。 

④充塡する液化酸素ガスは、日本薬局方「酸素」の規格基準を満たすものであるこ

と。 

⑤製造販売業者は医療用液化酸素ガス超低温容器の代わりに工業用液化酸素ガス超

低温容器を用いた出荷の管理を行うこと。 

⑥取り違いのリスクを踏まえ、液化酸素ガス専用以外の工業用液化ガス超低温容器

を用いて提供しないこと。また、上記の条件を満たしていることを確認のうえ提

供すること。 

⑦工業用液化酸素ガス超低温容器に充塡した液化酸素ガスの納入先は、医療用液化

酸素ガスの使用実績がある医療機関、医療用液化酸素ガスの使用実績がある医療

従事者が管理に関係する機関等に限ること。 

⑧在宅酸素療法の患者等への使用に際し、緊急避難的な状況における工業用液化酸

素ガス超低温容器の暫定使用であることを可能な限り説明すること。 

 

 


